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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
が
急
速
に
拡
大
し
、
福
島
県
に

お
い
て
も
二
度
目
の
非
常
事
態
宣
言

が
発
出
さ
れ
る
事
態
と
な
り
、
県
民

の
命
が
危
険
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。

現
在
、
コ
ロ
ナ
対
応
病
床
は
ほ
ぼ
満

床
状
態
で
、
救
急
医
療
や
専
門
医
療

な
ど
の
通
常
医
療
も
逼
迫
の
度
合
い

が
深
刻
化
し
て
、
救
え
る
命
が
救
え

な
い
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

新
た
な
感
染
者
を
防
止
す
る
こ
と
が

第
一
で
あ
り
、
ま
ん
延
防
止
対
策
と

合
わ
せ
、
県
独
自
に
も
実
効
性
の
あ

る
感
染
防
止
対
策
を
と
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
非
常
事
態
か
ら
早
く
脱
却

す
る
た
め
に
、
福
島
県
と
し
て
感
染

防
止
対
策
の
徹
底
、
全
世
代
で
の
高

い
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
の
実
現
、
そ
し

て
安
心
で
き
る
医
療
体
制
構
築
の
た

め
の
支
援
を
強
く
要
望
し
ま
す
。

　

福
島
県
の
医
療
は
、
他
県
と
異
な

る
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
及
び
東
京
電
力
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
十
年

経
っ
た
今
で
も
大
き
な
影
響
が
残
っ

て
い
ま
す
。
事
故
後
に
医
療
従
事
者

数
は
減
少
し
、
今
で
も
医
師
・
看
護

師
な
ど
の
充
足
率
は
全
国
最
低
レ
ベ

ル
の
ま
ま
で
す
。
医
師
確
保
に
つ
い

て
は
、
医
学
生
の
修
学
資
金
貸
与
を

行
い
福
島
県
内
へ
の
定
着
を
図
っ
て

い
ま
す
が
、
診
療
科
や
地
域
に
よ
る

偏
在
が
未
だ
解
消
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
に
つ
い

て
も
、
需
給
計
画
が
達
成
さ
れ
ず
に

見
直
し
が
必
要
な
状
況
で
す
。
地
域

で
医
師
・
医
療
ス
タ
ッ
フ
を
育
て
る

取
り
組
み
を
強
化
し
、
福
島
県
内
に

若
い
医
療
人
材
が
定
着
で
き
る
よ
う

に
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
心
疾
患
や
脳
血
管
疾
患

の
死
亡
率
な
ど
福
島
県
民
の
健
康
指

標
は
、
未
だ
全
国
下
位
に
ラ
ン
ク
さ

れ
て
い
ま
す
。
全
国
に
誇
れ
る
健
康

長
寿
県
の
実
現
を
目
指
す
な
ら
ば
、

救
急
医
療
の
他
に
も
小
児
・
周
産
期

医
療
や
精
神
医
療
な
ど
の
各
専
門
医

療
体
制
の
充
実
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
構
築
が
急
務
で
、
こ
れ
ま

で
以
上
の
更
な
る
施
策
が
必
要
な
状

況
で
す
。

　

昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
大

流
行
が
、
脆
弱
な
医
療
供
給
体
制
に

追
い
討
ち
を
か
け
た
形
に
な
り
、
医

療
者
に
対
す
る
負
担
が
大
幅
に
増
大

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
は
変
異
を
続
け
な
が
ら
今
後

も
生
き
残
り
、
消
滅
す
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
少
な
く
と
も

数
年
間
は
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
し

な
が
ら
通
常
医
療
を
維
持
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
逼
迫

し
た
状
態
が
長
く
続
く
と
、
使
命
感

や
責
任
感
だ
け
で
は
医
療
を
持
続
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
医
療
者
に

対
す
る
支
援
策
の
継
続
が
不
可
欠
な

状
況
で
す
。
一
方
、
経
営
面
か
ら
み

る
と
、
昨
年
度
は
多
く
の
病
院
で
、

受
診
患
者
の
減
少
や
感
染
症
対
策
費

用
の
増
大
に
よ
り
大
幅
な
減
益
と
な

り
ま
し
た
。
本
年
度
も
同
様
の
傾
向

で
、
病
院
経
営
は
厳
し
さ
を
増
し
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
拡

大
に
よ
る
医
療
崩
壊
の
危
機
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
は
、
昨
年
に
引
き
続

き
、
病
院
に
対
す
る
支
援
策
の
継
続

が
必
要
な
状
況
で
す
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
福
島
県
病
院

協
会
は
令
和
四
年
度
に
お
い
て
次
の

事
項
に
つ
い
て
予
算
措
置
を
要
望
い

た
し
ま
す
。

一�

、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
流
行
拡
大
に
よ
る
医
療
者
の

負
担
増
と
病
院
経
営
危
機
に
対

す
る
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は

病
院
医
療
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

コ
ロ
ナ
患
者
を
受
け
入
れ
た
病
院
ほ

ど
経
営
が
悪
化
す
る
事
態
と
な
っ
て

い
ま
す
。
受
診
患
者
が
減
少
し
、
感

染
症
対
策
の
費
用
が
増
大
し
た
結
果
、

病
院
の
収
益
が
悪
化
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
対
応

病
院
で
大
幅
な
医
業
収
益
が
減
少
し

ま
し
た
が
、
補
助
金
な
ど
の
支
援
策

で
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
感
染
症
の
流
行
が
二
年
目
に
入
り

昨
年
以
上
の
流
行
拡
大
で
、
病
院
経

営
は
再
び
悪
化
し
、
深
刻
な
事
態
に

陥
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
地

域
医
療
が
崩
壊
し
、
受
け
ら
れ
る
べ

き
医
療
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
コ
ロ
ナ
禍
で

被
害
を
受
け
た
病
院
へ
の
支
援
対
策

に
つ
い
て
、
昨
年
同
様
に
継
続
を
要

望
し
ま
す
。
ま
た
、
病
院
の
医
療
ス

タ
ッ
フ
が
少
な
い
中
で
入
院
患
者
、

発
熱
外
来
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
な
ど
に

協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
る
医
療
者
や

事
務
ス
タ
ッ
フ
な
ど
に
も
支
援
策
の

継
続
を
要
望
し
ま
す
。

二�

、
医
師
、
看
護
師
等
医
療
従
事

者
の
確
保
等
の
推
進
に
つ
い
て

　

福
島
県
の
医
療
に
お
け
る
最
大
の

問
題
は
医
師
不
足
と
偏
在
で
あ
り
ま

す
。
医
師
数
は
全
国
四
四
位
（
平
成

二
十
八
年
）、
医
師
偏
在
指
標
で
も

全
国
四
四
位
（
平
成
三
十
一
年
）、

外
来
医
師
偏
在
指
標
で
は
相
双
医
療

圏
は
三
三
五
位
で
全
国
最
下
位
（
令
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促
進
事
業
の
創
設
を
要
望
し
ま
す
。
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看
護
師
等
医
療
従
事
者
の
確
保

支
援
事
業
に
つ
い
て

　

人
口
十
万
人
あ
た
り
の
看
護
職
員

数
は
全
国
三
一
位
で
す
。
し
か
し
、

看
護
師
も
都
市
部
に
集
中
し
、
相
双

地
域
や
山
間
地
域
で
の
看
護
師
確
保

は
困
難
を
極
め
て
い
ま
す
。
福
島
県

看
護
職
員
需
給
計
画
に
よ
れ
ば
、
看

護
師
等
養
成
所
新
卒
者
の
県
内
就
職

率
は
八
〇
％
台
と
低
い
状
態
で
す
。

看
護
師
の
働
く
環
境
の
整
備
や
看
護

師
と
し
て
の
資
質
向
上
の
取
り
組
み

を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
院

内
保
育
所
な
ど
の
働
く
環
境
を
整
備

す
る
た
め
、
病
院
に
対
す
る
院
内
保

育
所
運
営
補
助
金
制
度
と
医
療
従
事

者
に
対
し
て
子
育
て
し
な
が
ら
の
就

労
支
援
と
し
て
保
育
料
補
助
制
度
の

創
設
を
要
望
し
ま
す
。
医
療
は
日
々

進
歩
し
て
お
り
、
看
護
師
の
資
質
向

上
と
し
て
の
認
定
看
護
師
養
成
や
特

定
行
為
研
修
に
対
す
る
支
援
策
も
必

要
で
す
。
さ
ら
に
育
児
な
ど
で
離
職

し
た
看
護
師
の
再
就
職
支
援
事
業
も

重
要
で
す
。
県
と
し
て
看
護
師
等
医

療
従
事
者
確
保
の
た
め
の
制
度
創
設

や
事
業
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
を
要
望
し
ま
す
。

三�

、
原
子
力
発
電
所
事
故
の
被
災

地
域
の
医
療
崩
壊
の
防
止
に
つ

い
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
半
が
過

ぎ
、
帰
還
困
難
区
域
を
除
い
て
ほ
ぼ

全
域
に
わ
た
り
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、

住
民
の
帰
還
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　

平
成
二
十
七
年
六
月
に
東
京
電
力

は
「
帰
還
困
難
区
域
及
び
帰
還
困
難

区
域
外
を
問
わ
ず
、
年
間
逸
失
利
益

の
二
倍
の
金
額
の
一
括
支
払
い
に
よ

り
、
将
来
に
わ
た
る
損
害
賠
償
と
す

る
」
と
営
業
権
の
喪
失
を
も
含
ん
で

賠
償
を
終
了
す
る
方
針
を
打
ち
出
し

ま
し
た
。
病
院
協
会
で
は
営
業
損
害

賠
償
の
継
続
を
訴
え
続
け
て
き
ま
し

た
が
拒
否
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
か
ら
は
東
京
電

力
は
超
過
分
請
求
を
受
け
付
け
る
新

た
な
枠
組
み
と
し
て
各
病
院
と
の
個

別
交
渉
に
入
り
ま
し
た
が
、
請
求
額

の
お
よ
そ
二
〇
～
三
〇
％
の
提
示
額

で
あ
り
現
在
ま
で
に
一
部
合
意
は
し

た
も
の
の
病
院
の
維
持
継
続
に
は
不

足
な
額
で
す
。
さ
ら
に
休
止
病
院
は

対
象
と
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

賠
償
が
無
く
な
れ
ば
、
被
災
地
域

の
病
院
は
破
綻
し
、
地
域
の
医
療
・

介
護
は
崩
壊
し
ま
す
。
今
後
の
住
民

帰
還
の
大
き
な
妨
げ
と
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
現
在
帰
還
し
た
住
民
の
健

康
管
理
や
社
会
経
済
活
動
に
も
大
き

く
影
響
し
ま
す
。
被
災
地
域
の
医
療

の
復
旧
と
旧
警
戒
区
域
等
に
お
け
る

医
療
支
援
に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

㈠�　

警
戒
区
域
等
医
療
施
設
再
開
支

援
事
業
の
対
象
病
院
の
拡
大
に
つ

い
て

　

旧
警
戒
区
域
と
双
葉
郡
の
旧
緊
急

時
避
難
準
備
区
域
の
医
療
機
関
を
対

象
と
し
て
「
警
戒
区
域
等
医
療
施
設

再
開
支
援
事
業
」
が
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
南
相
馬
市
原
町
区

の
旧
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
の
医
療

機
関
は
対
象
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

南
相
馬
市
に
は
被
災
地
域
か
ら
の
住

民
が
い
ま
だ
に
避
難
生
活
を
よ
ぎ
な

く
さ
れ
て
い
る
方
が
多
数
お
り
、
医

師
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
不
足
が
深
刻
で

医
療
は
逼
迫
し
た
状
態
が
続
い
て
い

ま
す
。
厳
し
い
現
状
を
鑑
み
南
相
馬

市
原
町
区
の
五
病
院
も
事
業
の
対
象

と
し
て
い
た
だ
き
た
く
要
望
し
ま
す
。

和
元
年
）
で
あ
り
ま
し
た
。
福
島
県

は
医
師
の
絶
対
数
が
不
足
し
て
い
る

の
に
加
え
て
医
師
が
県
北
、
県
中
に

集
中
す
る
な
ど
の
地
域
偏
在
や
、
小

児
科
・
産
婦
人
科
・
麻
酔
科
・
精
神

科
等
が
少
な
く
診
療
科
偏
在
の
問
題

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
福
島

県
立
医
科
大
学
医
学
部
の
入
学
定
員

枠
を
一
三
〇
名
／
学
年
に
増
や
し
、

地
域
枠
や
修
学
資
金
制
度
を
創
設
し

ま
し
た
。
そ
の
分
だ
け
医
師
は
若
干

増
加
傾
向
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

卒
後
に
福
島
県
内
に
定
着
す
る
医
師

が
少
な
い
状
況
や
就
学
資
金
貸
与
者

の
配
置
に
制
限
が
あ
る
こ
と
が
問
題

と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
福
島
県
と

し
て
医
師
確
保
を
重
点
施
策
と
し
、

医
師
の
地
域
偏
在
や
診
療
科
偏
在
に

は
特
段
に
配
慮
し
て
医
師
が
少
な
い

地
域
に
優
先
的
に
医
師
が
配
置
さ
れ

る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

㈠�　

医
師
の
地
域
定
着
促
進
事
業
に

つ
い
て

　

福
島
県
は
も
と
も
と
医
師
数
が
少

な
い
と
こ
ろ
で
原
発
事
故
に
よ
り
医

師
数
は
大
き
く
減
少
し
ま
し
た
。
県

全
体
で
は
数
の
上
で
は
事
故
前
に
戻

り
ま
し
た
が
、
原
発
事
故
に
よ
り
影

響
を
受
け
た
地
域
で
は
医
師
な
ど
の

医
療
ス
タ
ッ
フ
不
足
は
よ
り
深
刻
化

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
卒
後
臨
床
研

修
医
と
し
て
福
島
県
内
に
残
り
、
将

来
福
島
県
内
に
定
着
し
て
地
域
医
療

を
担
お
う
と
考
え
る
医
師
は
少
な
く
、

逆
に
偏
在
が
助
長
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

医
師
が
定
着
し
偏
在
を
解
消
す
る

た
め
に
は
、
各
地
域
で
の
魅
力
あ
る

街
づ
く
り
と
一
体
で
進
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境

を
充
実
さ
せ
医
療
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
医
療
過
疎
を

解
決
す
る
有
力
な
手
段
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
僻
地
へ
赴
任
す
る
医
師

の
支
援
に
繋
が
り
ま
す
。
ま
た
、
医

師
の
業
務
支
援
と
し
て
、
医
師
事
務

作
業
補
助
者
の
活
用
や
看
護
師
の
特

定
行
為
な
ど
タ
ス
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、

ワ
ー
ク
シ
フ
ト
な
ど
が
進
ん
で
い
る

医
療
機
関
に
は
医
師
が
定
着
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

　

地
域
自
体
に
魅
力
が
あ
る
こ
と
や
、

そ
こ
に
存
在
す
る
医
療
機
関
の
医
師

に
対
す
る
支
援
策
が
充
実
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
県
や
市
町
村
な

ど
の
自
治
体
と
医
療
機
関
が
一
緒
に

な
っ
て
取
り
組
む
医
師
の
地
域
定
着
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近
年
、
日
本
で
は
自
殺
者
が
減
少

し
て
い
ま
す
が
、
十
代
、
二
十
代
の

自
殺
者
の
割
合
は
減
少
せ
ず
、
若
者

の
死
因
の
第
一
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
自
殺
対
策
に
加
え
、
学

校
や
行
政
と
医
療
が
連
携
し
て
中
高

生
か
ら
の
精
神
保
健
の
教
育
や
啓
発

の
充
実
が
急
務
で
あ
る
。
学
校
現
場

や
行
政
で
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に

も
公
的
な
専
用
の
子
供
向
け
の
相
談

窓
口
の
開
設
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ア�　

統
合
失
調
症
は
十
五
歳
か
ら
二

十
歳
が
好
発
年
齢
と
言
わ
れ
る
が
、

早
期
に
発
見
し
、
早
期
に
介
入
す

る
こ
と
に
よ
り
予
後
に
大
き
な
違

い
が
あ
り
ま
す
。

イ�　

児
童
の
一
〇
％
が
何
ら
か
の
発

達
障
害
を
抱
え
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
小
学
校
入
学
前
か
ら
の
発

達
障
害
の
診
断
や
支
援
、
中
学
、

高
校
で
の
二
次
障
害
へ
の
適
切
な

対
応
や
医
療
的
介
入
が
重
要
で
す
。

ウ�　

小
学
校
か
ら
高
校
生
ま
で
幅
広

く
、
発
達
障
害
、
気
分
障
害
（
う

つ
病
）、
適
応
障
害
（
不
登
校
）、

ス
マ
ホ
／
ゲ
ー
ム
依
存
な
ど
が
原

因
で
精
神
科
医
療
を
必
要
と
す
る

児
童
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

五�

、
産
婦
人
科
医
療
体
制
の
充
実

に
つ
い
て

　

低
出
生
数
、
低
出
生
率
と
少
子
化

は
国
難
と
も
い
え
る
問
題
で
す
。
そ

の
対
策
と
し
て
安
心
、
安
全
、
快
適

な
周
産
期
医
療
の
確
立
が
喫
急
の
課

題
で
す
。
ま
た
周
産
期
医
療
を
担
う

産
婦
人
科
医
師
は
増
加
傾
向
に
あ
る

と
は
い
え
福
島
県
で
は
絶
対
的
に
不

足
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
ま
す
。
最

近
で
は
産
科
医
を
め
ざ
す
女
性
医
師

が
増
え
て
お
り
、
産
婦
人
科
医
師
を

増
や
し
て
い
く
た
め
に
は
若
手
女
性

医
師
へ
の
支
援
が
不
可
欠
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
以
下
の
施
策

を
要
望
し
ま
す
。

㈠�　

妊
産
婦
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

と
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

つ
い
て

　

産
前
産
後
は
、
精
神
的
に
不
安
定

と
な
り
産
前
産
後
う
つ
病
な
ど
の
精

神
障
害
に
よ
り
子
供
の
虐
待
や
自
殺

な
ど
の
悲
惨
な
事
故
が
発
生
し
ま
す
。

こ
れ
ら
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
産

後
ケ
ア
を
充
実
さ
せ
、
子
育
て
初
期

の
家
庭
に
対
し
て
健
全
な
親
子
関
係

を
築
く
た
め
の
支
援
活
動
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
推
進
を
要
望
し
ま
す
。

㈡�　

子
宮
頸
が
ん
予
防
の
推
進
に
つ

い
て

　

子
宮
頸
が
ん
は
、
若
年
女
性
の
発

症
が
著
し
く
増
加
し
、
年
間
一
万
人

が
罹
患
し
て
約
三
千
人
の
命
が
失
わ

れ
て
い
ま
す
。
子
宮
が
ん
検
診
が
施

行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
受
診
率
が
低

い
こ
と
が
問
題
で
、
福
島
県
は
二
四
・

六
％
と
低
い
状
況
で
す
。
子
宮
頸
が

ん
の
ほ
と
ん
ど
は
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
の
感
染
が
原

因
と
い
わ
れ
て
お
り
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
よ
り
予
防
が
可
能
で
す
。

欧
米
諸
国
で
は
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
で

罹
患
率
は
低
下
し
て
お
り
、
本
邦
で

も
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
推
進
は

喫
緊
の
課
題
で
す
。
子
宮
が
ん
検
診

の
受
診
率
向
上
や
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

接
種
啓
発
の
た
め
福
島
県
に
よ
る
広

報
活
動
の
強
化
を
要
望
し
ま
す
。

㈢�　

産
婦
人
科
医
療
を
担
う
若
手
女

性
医
師
へ
の
支
援
に
つ
い
て

　

女
性
医
師
自
身
が
抱
え
る
妊
娠
・

出
産
・
育
児
の
問
題
に
対
す
る
対
策

と
し
て
短
時
間
正
規
雇
用
制
度
の
導
入
、

就
労
支
援
と
し
て
の
院
内
保
育
所
の

整
備
促
進
を
要
望
し
ま
す
。

㈡�　

医
療
従
事
者
確
保
の
た
め
の
事

業
の
充
実
に
つ
い
て

　

医
療
従
事
者
の
雇
用
や
県
外
か
ら

の
医
療
支
援
、
看
護
職
員
等
の
確
保

に
つ
い
て
、
浜
通
り
医
療
提
供
体
制

強
化
事
業
や
看
護
職
員
ふ
る
さ
と
就

職
促
進
事
業
な
ど
の
様
々
な
事
業
が

展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
補
助
基

準
額
が
年
々
減
額
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

医
師
、
看
護
師
を
は
じ
め
医
療
ス

タ
ッ
フ
の
不
足
は
深
刻
で
あ
り
、
リ

ク
ル
ー
ト
の
た
め
の
費
用
、
被
災
地

域
に
お
け
る
人
件
費
の
高
騰
が
さ
ら

な
る
負
担
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
現
状
を
勘
案
し
補
助
金
の

継
続
と
基
準
額
の
増
額
を
要
望
し
ま

す
。四�

、
精
神
保
健
医
療
体
制
の
充
実

に
つ
い
て

㈠�　

二
十
四
時
間
、
三
六
五
日
の
精

神
科
救
急
情
報
セ
ン
タ
ー
の
整
備

に
つ
い
て

　

国
は
各
都
道
府
県
に
二
十
四
時
間

の
精
神
科
救
急
情
報
セ
ン
タ
ー
の
整

備
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
福
島
県
で

は
県
立
矢
吹
病
院
が
、
休
日
夜
間
の

二
二
時
ま
で
夜
勤
看
護
師
が
片
手
間

に
行
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

一
般
に
、
救
急
を
受
診
す
る
患
者

の
一
〇
％
前
後
が
精
神
科
疾
患
を
有

す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
救

急
と
精
神
科
救
急
の
連
携
が
不
十
分

で
、
身
体
の
救
急
患
者
の
搬
送
や
治

療
に
必
要
な
資
源
が
、
精
神
科
救
急

患
者
に
割
か
れ
て
い
る
現
状
で
す
。

精
神
科
救
急
情
報
セ
ン
タ
ー
の
設
置

と
、
二
十
四
時
間
、
三
六
五
日
の
実

質
的
な
運
営
、
積
極
的
な
市
民
へ
の

広
報
、
一
般
救
急
と
の
連
携
が
必
要

で
す
。

㈡�　

児
童
思
春
期
精
神
科
医
療
体
制

充
実
と
教
育
や
行
政
と
の
連
携
体

制
構
築
に
つ
い
て

　

下
記
の
ア
～
ウ
の
理
由
で
精
神
科

医
療
を
必
要
と
す
る
児
童
が
増
加
す

る
中
で
、
入
院
治
療
や
不
登
校
の
た

め
に
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
子
供
達
の
精

神
科
入
院
は
数
ヶ
月
か
ら
年
単
位
に

及
ぶ
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
長
期

に
不
登
校
と
な
り
外
来
デ
イ
ケ
ア
を

利
用
す
る
際
に
も
、
教
育
機
会
の
確

保
は
極
め
て
重
要
で
、
教
師
派
遣
の

制
度
化
が
必
要
で
す
。
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管
疾
患
は
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
第

二
位
・
第
四
位
で
す
。
福
島
県
の
脳

血
管
疾
患
の
死
亡
率
は
前
年
と
同
じ

ワ
ー
ス
ト
六
位
で
あ
り
、
心
疾
患
は

ワ
ー
ス
ト
一
一
位
（
前
年
は
八
位
）

と
や
や
改
善
し
ま
し
た
が
依
然
と
し

て
全
国
下
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
改
善
し
健
康
寿
命
の
延
伸
を

図
る
為
に
は
、
病
院
救
急
医
療
体
制

の
充
実
は
勿
論
、
救
急
搬
送
体
制
整

備
（
す
べ
て
の
救
急
車
に
12
誘
導
心

電
図
と
転
送
シ
ス
テ
ム
の
設
置
等
）、

生
活
習
慣
病
対
策
や
禁
煙
の
徹
底
、
Ａ

Ｅ
Ｄ
使
用
や
住
民
に
対
す
る
病
院
前

救
急
蘇
生
法
の
普
及
（
Ｂ
Ｌ
Ｓ
や
Ａ

Ｃ
Ｌ
Ｓ
研
修
費
用
補
助
事
業
の
継
続

等
）
の
総
合
的
救
急
疾
患
対
策
の
充

実
を
要
望
し
ま
す
。

㈡�　

救
急
医
療
を
担
う
医
療
従
事
者

の
支
援
に
つ
い
て

　

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、

医
療
施
設
に
従
事
す
る
福
島
県
の
医

師
不
足
は
深
刻
化
し
て
お
り
、
人
口

十
万
人
に
対
し
医
師
数
は
二
一
四
・

二
人
と
全
国
平
均
二
四
六
・
七
人
に

比
べ
三
二
・
五
人
少
な
く
、
医
師
の

偏
在
と
高
齢
化
が
追
い
打
ち
を
か
け
、

医
師
の
働
き
方
改
革
で
超
過
勤
務
時

間
の
制
限
や
継
続
勤
務
時
間
の
制
限

に
よ
り
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
人
員

が
増
加
す
る
た
め
、
か
え
っ
て
救
急

医
療
を
担
う
医
師
の
負
担
が
増
え
、
医

師
不
足
が
深
刻
化
し
て
救
急
医
療
が

崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
救
急
医
療

を
担
う
医
師
の
確
保
と
支
援
が
必
要

で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
看
護
師
を
は
じ
め
医
療
ス

タ
ッ
フ
の
減
少
に
よ
り
負
担
が
増
大
し
、

特
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
に
よ
り
救
急
医
療
従
事
者
は
疲
弊

し
て
い
ま
す
。
救
急
医
療
を
担
う
医

療
従
事
者
へ
の
手
厚
い
支
援
対
策
を

要
望
し
ま
す
。

㈢�　

救
急
医
療
を
担
う
人
材
の
育
成

と
住
民
へ
の
啓
発
事
業
に
つ
い
て

　

救
急
医
療
体
制
を
維
持
す
る
た
め

に
病
院
に
対
す
る
支
援
医
師
の
確
保

や
運
営
に
か
か
わ
る
経
済
的
支
援
の

強
化
が
必
要
で
す
。
県
民
の
健
康
を

守
る
救
急
医
療
体
制
の
充
実
は
不
可

欠
で
、
医
師
及
び
看
護
師
の
確
保
、
救

急
隊
員
の
教
育
研
修
、
救
急
医
療
シ

ス
テ
ム
維
持
改
善
、
一
般
住
民
へ
の

啓
発
事
業
を
県
の
重
点
施
策
と
す
る

よ
う
要
望
し
ま
す
。

㈣�　

妊
婦
検
診
公
費
負
担
の
増
額
に

つ
い
て

　

出
産
育
児
一
時
金
の
支
払
い
手
続

き
を
改
善
し
、
公
費
負
担
金
を
増
額

す
る
こ
と
で
、
若
い
妊
婦
が
お
金
の

心
配
な
く
安
心
し
て
妊
娠
分
娩
が
で

き
る
社
会
環
境
の
整
備
を
要
望
し
ま

す
。

㈤�　

分
娩
施
設
の
な
い
地
域
に
お
け

る
産
婦
人
科
診
療
に
つ
い
て

　

産
婦
人
科
医
師
不
足
に
よ
り
分
娩

施
設
の
な
い
過
疎
地
域
が
あ
り
、
そ

の
地
域
の
妊
婦
は
遠
隔
地
の
分
娩
施

設
ま
で
妊
婦
健
診
（
節
目
健
診
）
の

た
め
通
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
大
き

な
負
担
と
な
っ
て
お
り
過
疎
地
域
で

の
人
口
減
少
に
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
。

分
娩
施
設
の
な
い
地
域
に
お
け
る
産

婦
人
科
診
療
所
の
設
置
や
妊
婦
に
対

す
る
通
院
費
用
援
助
事
業
の
創
設
を

要
望
し
ま
す
。

㈥�　

働
く
女
性
の
母
性
健
康
管
理
に

つ
い
て

　

事
業
主
は
女
性
従
業
員
に
対
し
て

母
性
健
康
管
理
を
行
う
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
女
性
が
母
性

を
尊
重
さ
れ
、
働
き
な
が
ら
安
心
し

て
出
産
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ

と
で
、
早
産
が
防
止
さ
れ
妊
娠
中
や

出
産
後
も
働
き
続
け
る
女
性
が
増
加

し
ま
す
。
ま
た
、
女
性
の
健
康
管
理

に
は
婦
人
科
か
か
り
つ
け
医
制
度

（
マ
イ
婦
人
科
）
が
有
用
で
す
。
働
く

女
性
の
母
性
健
康
管
理
事
業
の
推
進

を
要
望
し
ま
す
。

㈦�　

が
ん
医
療
と
生
殖
医
療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
つ
い
て

　

が
ん
治
療
で
は
、
手
術
や
抗
が
ん
剤
、

放
射
線
照
射
な
ど
に
よ
り
、
妊
孕
性

（
に
ん
よ
う
せ
い
：
妊
娠
す
る
能
力
）

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
が
ん
治
療
を
行
う
施
設
と
生

殖
医
療
施
設
が
連
携
し
て
、
が
ん
治

療
と
と
も
に
妊
孕
性
温
存
治
療
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
少
子
化
対
策

に
な
り
ま
す
。
福
島
県
が
ん
・
生
殖

医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
要
望

し
ま
す
。

六�

、
救
急
医
療
体
制
の
充
実
に
つ

い
て

㈠�　

救
急
疾
患
の
予
防
と
救
急
対
応

等
の
総
合
対
策
に
つ
い
て

　

二
〇
二
〇
年
人
口
動
態
統
計
死
因

別
死
亡
率
に
よ
る
と
心
疾
患
・
脳
血
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◆
開
催
日

Ｂ
日
程　

十
一
月
二
十
九
日
㈪

　

参
加
状
況
：
一
七
病
院
五
二
名

　

講
師　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

�

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能

推
進
機
構　

二
本
松
病
院

〈
講
義
Ⅰ
〉

　

副
看
護
部
長　

�

渡
邊
百
合
子

〈
講
義
Ⅱ
〉

　

医
療
安
全
管
理
室�　

西
塚　

吹
子

　

院
内
感
染
対
策
室�　

斎
藤　

宏
子

◆
開
催
日

Ｃ
日
程　

十
二
月
三
日
㈮

　

参
加
状
況
：
三
四
病
院
九
七
名

　

講
師

　
　

�

一
般
財
団
法
人
大
原
記
念
財
団　

大
原
綜
合
病
院

〈
講
義
Ⅰ
〉

　

看
護
師
長　

�

齋
藤　

美
樹　

〈
講
義
Ⅱ
〉

　

医
療
安
全
管
理
部　

安
全
管
理
室　

�

伊
藤
小
枝
子

　

医
療
安
全
管
理
部　

感
染
対
策
室　

�

茨
木　

直
子

◆
開
催
日

Ｄ
日
程　

十
二
月
七
日
㈫

　

参
加
状
況
：
二
三
病
院
五
五
名

　

講
師

　
　

�

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科

大
学　

会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
附

属
病
院

〈
講
義
Ⅰ
〉

　

看
護
師
長　

�

髙
橋　

光
子

〈
講
義
Ⅱ
〉

　

看
護
師
長　

�

鈴
木　

桂
子

◆
開
催
日

Ｅ
日
程　

十
二
月
九
日
㈭

　

参
加
状
況
：
二
二
病
院
六
二
名

　

講
師

　
　

�

一
般
財
団
法
人
竹
田
健
康
財
団 

竹
田
綜
合
病
院

〈
講
義
Ⅰ
〉

　

看
護
部
長　

認
定
看
護
管
理
者　
　

�

今
泉　

純
子

〈
講
義
Ⅱ
〉

　

看
護
部
長　

認
定
看
護
管
理
者　
　

�

今
泉　

純
子

　

�

看
護
部
課
長　

感
染
管
理
認
定
看

護
師　

�

田
中
さ
ゆ
り

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
に
よ
り
昨
年
度
は
中
止
と
な

り
ま
し
た
が
、
今
年
度
に
お
い
て
は
、

Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ

ン
開
催
と
な
り
、
五
日
間
の
日
程
で

講
師
の
皆
様
か
ら
講
義
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
状
況
は
、
六
九
の
会
員
病
院

か
ら
三
二
〇
名
の
看
護
補
助
者
・
介

護
福
祉
士
・
病
棟
ク
ラ
ー
ク
等
の
職

種
の
皆
さ
ん
か
ら
申
し
込
み
が
あ
り
、

講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
の
内
容
で
受
講
さ
れ
ま

し
た
。

令
和
三
年
度　

第
二
五
回
看
護
補
助

者
研
修
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

Ⅰ　

開　

会

Ⅱ　

主
催
者
挨
拶

Ⅲ　

研　

修

【
講
義
Ⅰ
】

　

�『
看
護
補
助
者
の
業
務
内
容
と
基

礎
的
な
知
識
』　

〈
内
容
〉

㈠�　

看
護
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
の

看
護
補
助
業
務

　

・
医
療
制
度
の
概
要　

　

・
看
護
補
助
者
の
主
な
業
務
範
囲

㈡�　

看
護
補
助
業
務
を
遂
行
す
る
た

め
の
基
礎
的
知
識

　

・�

看
護
師
と
看
護
補
助
者
の
役
割

分
担
・
連
携

　

・�

看
護
チ
ー
ム
と
し
て
の
情
報
共

有
「
報
告
・
連
絡
・
相
談
」

　

・�

看
護
補
助
者
と
し
て
必
要
な
基

本
姿
勢
（
自
己
の
健
康
管
理
、

守
秘
義
務
・
法
令
遵
守
、
個
人

情
報
の
保
護
）

【
講
義
Ⅱ
】

　
『
医
療
安
全
と
感
染
防
止
』

〈
内
容
〉

㈠�　

医
療
安
全
の
基
礎
知
識

　

・
医
療
安
全
に
用
い
ら
れ
る
用
語

　

・
看
護
補
助
業
務
に
お
け
る
安
全

㈡�　

感
染
予
防
の
基
礎
知
識

　

・
起
こ
り
や
す
い
院
内
感
染　

　

・�

感
染
予
防
策
の
方
法
（
手
洗

い
・
消
毒
）

Ⅳ�　

受
講
証
明
書
交
付
（
全
日
程
研

修
会
終
了
後
郵
送
）

Ⅴ　

閉　

会

◆
開
催
日

Ａ
日
程　

十
一
月
二
十
六
日
㈮

　

参
加
状
況
：
二
二
病
院
五
四
名

　

講
師

　
　

公
益
財
団
法
人　

星
総
合
病
院

〈
講
義
Ⅰ
〉

　

看
護
部
長�

　

別
府　

禎
子

〈
講
義
Ⅱ
〉

　

医
療
安
全
管
理
室
副
室
長

�

　

中
島　

夕
紀

　

感
染
対
策
室
副
室
長

�

加
藤　

和
枝

令
和
三
年
度
看
護
補
助
者
研
修
会
を
開
催


